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鏡
野
町
で
は
、
平
成
23
年
２
月
14

日（
月
）よ
り
３
月
15
日（
火
）ま
で

の
日
程
で
、
住
民
税
・
国
民
健
康
保

険
税
及
び
所
得
税
の
申
告
相
談
を
行

い
ま
す
。

　

こ
の
申
告
は
、
平
成
23
年
度
の
町

県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課

の
た
め
の
資
料
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
・
保
育
料
な
ど
の
算
定
の
基
礎

資
料
に
な
り
、
福
祉
・
医
療
な
ど
の

各
種
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
基
礎
資
料

に
も
な
り
ま
す
。

　

未
申
告
に
よ
り
所
得
状
況
が
不
明

と
な
っ
て
い
る
方
は
、
所
得
証
明
な

ど
が
発
行
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
軽
減
措
置
や
、
福
祉
・
医

療
な
ど
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
軽
減
措

置
も
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
申
告
が
必

要
と
な
る
方
は
、
必
ず
申
告
期
間
内

に
申
告
を
済
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
、
鏡
野

町
に
住
所
を
有
し
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

⑴
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）、
不

動
産
所
得
、
配
当
所
得
、
雑
所
得

（
個
人
年
金
な
ど
）、一
時
所
得（
生

命
保
険
・
学
資
保
険
・
火
災
保
険

な
ど
の
満
期
や
解
約
）
な
ど
が

あ
っ
た
方

⑵
給
与
所
得
が
あ
っ
た
方
で
、
次
に

該
当
す
る
方

①
給
与
所
得
以
外
に
、 

⑴
の
各
種

所
得
が
あ
っ
た
方

②
日
雇
い
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
で
、

勤
務
先
で
年
末
調
整
を
受
け
て

い
な
い
方

⑶
医
療
費
控
除
・
雑
損
控
除
・
社
会

保
険
料
控
除
・
扶
養
控
除
な
ど
の

各
種
所
得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方

⑷
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
（
毎
年
所
得
の
申
告
が
必
要
で

す
。
所
得
の
な
い
方
や
、
収
入
が

遺
族
年
金
・
障
害
年
金
だ
け
の
方

に
つ
い
て
も
「
所
得
が
な
い
」
旨

の
申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
の
な

い
場
合
に
は
、
軽
減
措
置
が
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。）

①
印
鑑

②
各
所
得
の
計
算
に
必
要
な
書
類

ア　

給
与
所
得
・
年
金
所
得
の
あ

る
方…

給
与
・
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票

イ　

事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）・

不
動
産
所
得
等
の
あ
る
方…

帳
簿
書
類
等

ウ　

譲
渡
（
土
地
・
山
林
等
）
所

得
の
あ
る
方…

契
約
書
や
販

売
金
額
明
細
書
等

エ　

そ
の
他
（
一
時
所
得
・
雑
所

得
等
）
の
あ
る
方…

そ
れ
ぞ

れ
の
収
入
の
支
払
調
書
等

③
各
種
所
得
控
除
を
受
け
る
際
に
必

要
な
支
払
証
明
書
や
領
収
書

ア　

医
療
費
控
除…

医
療
費
の
領

収
書
及
び
保
険
等
で
補
て
ん

さ
れ
た
金
額
の
明
細
書

イ　

生
命
保
険
・
損
害
保
険
料
控

除…

保
険
会
社
発
行
の
控
除

証
明
書

ウ　

雑
損
控
除
・
寄
付
金
控
除…

領
収
書
・
証
明
書

⑴
３
月
６
日
と
３
月
13
日
の
日
曜
日

は
申
告
相
談
日
で
す
が
、
他
の
日

曜
日
は
申
告
相
談
を
行
っ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
下
さ
い
。

⑵
今
回
の
申
告
相
談
で
は
、ｅ-

Ｔ
Ａ

Ｘ
に
よ
る
確
定
申
告
が
で
き
ま
す
。

そ
の
際
に
は
、
申
告
者
本
人
の
住

基
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。
住
基

カ
ー
ド
の
発
行
に
は
約
２
週
間
程

度
か
か
り
ま
す
の
で
、ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ

で
の
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
お
早

め
に
ご
用
意
下
さ
い
。

お
問
い
合
せ
先

住
民
税
・
国
保
税
申
告
相
談
に
つ
い
て

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
方

申
告
に
必
要
な
も
の

そ
の
他


